
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
３
）

　

▽
豊
田（
☎
766－

２
１
８
０
）

　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
３
）

　

▽
豊
北（
☎
782－

１
９
２
２
）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
を

用
意
し
て
い
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
希
望
を
意
思
表

示
す
る「
希
望
カ
ー
ド
」を
用

意
し
て
い
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
と
同

じ
有
効
成
分
を
使
用
し
開
発
す
る
た
め
、

安
全
性
や
品
質
が
保
証
さ
れ
、
低
価
格

で
家
計
に
優
し
い
薬
で
す
。
希
望
の
場

合
は「
希
望
カ
ー
ド
」を
送
付
し
ま
す
の

で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
の
入
院
時
食
事

代
等
減
額
制
度
の
申
請
を

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
入
院
時

の
食
事
代
が
安
く
な
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
申
請
月
以
前
の
入
院
や
申
請
月
内

で
も
す
で
に
退
院
さ
れ
た
場
合
に
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
申
請
を
。

内
適
用
期
間
＝
申
請
月
の
１
日
〜
７
月

31
日
　
持
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

保
険
・
年
金

証
、
印
鑑
、
年
金
証
書（
老
齢
福
祉
年
金

受
給
者
の
み
）、
過
去
１
年
間
の
入
院
領

収
書
　
申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
３
０
６
）、 

各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

老
齢
年
金
の
源
泉
徴
収
票
を

送
付
し
ま
す

　

老
齢
基
礎
年
金
や
老
齢
厚
生
年
金
な

ど
の
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に
、

昨
年
中
に
支
払
わ
れ
た
年
金
の
総
額
や

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
た
所
得
税
な
ど

を
お
知
ら
せ
す
る
た
め
、
日
本
年
金
機

構
が
１
月
下
旬
ま
で
に
源
泉
徴
収
票
を

送
付
し
ま
す
。
※
障
害
年
金
・
遺
族
年

金
は
課
税
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
た

め
、
源
泉
徴
収
票
は
発
行
し
て
い
ま
せ
ん

問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
222－
５
５
８
７
）、

市
保
険
年
金
課（
☎
231－
１
９
３
１
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

非
自
発
的
失
業
者
の
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
職
を
失
っ
た
非
自

発
的
失
業
者
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

す
る
場
合
、
在
職
中
と
同
程
度
の
保
険

料
負
担
と
な
る
よ
う
保
険
料
が
軽
減
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
は
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

対
65
歳
未
満
の
雇
用
保
険
の
特
定
受
給

資
格
者（
倒
産
、
解
雇
な
ど
の
事
業
主
都

合
で
離
職
し
た
方
）か
、
特
定
理
由
離
職

者（
雇
用
期
間
満
了
な
ど
に
よ
り
離
職
し

た
方
）　
内
対
象
者
の
前
年
給
与
所
得
を

100
分
の
30
と
し
て
保
険
料
を
算
定
。
高

額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分
判
定
で
も

給
与
所
得
同
様
の
取
り
扱
い　

持
最
新

の
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
印
鑑
　

申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
の

受
診
を

対
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
　
期
３
月
31

日（
木
）ま
で
　
内
▽
健
診

項
目
＝
問
診
、
診
察
、
血
液
検
査（
貧
血

検
査
含
む
）、
尿
検
査　
▽
受
診
機
関
＝

市
内
の
各
医
療
機
関（
受
診
券
と
一
緒
に

一
覧
表
を
送
付
）　
▽
受
診
券
を
紛
失
し

た
場
合
＝
被
保
険
者
証
、
印
鑑
を
持
参

し
て
、
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
で
受
診
券

の
再
交
付
申
請
を
。
▽
結
果
＝
受
診
し

た
健
診
機
関
か
ら
郵
送
で
通
知
す
る
か
、

直
接
結
果
を
説
明
　
料
500
円
　
持
健
康

診
査
受
診
券（
オ
レ
ン
ジ
色
の
紙
）、
質

問
票（
質
問
が
記
載
し
て
あ
る
紙
）、
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
３
０
６
）、 

各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
26
年
２

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方
　
持
介
護

保
険
被
保
険
者
証
　
申
介
護
保
険
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各

支
所
へ
。

問
介
護
保
険
課（
☎
231－

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
766－

２
６
８
７
）　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
１
）　
▽
豊
北（
☎

782－

１
９
２
４
）

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談
会

　

相
続
・
遺
言
な
ど
を
中
心
に
、
土
地
・

家
屋
の
登
記
、
成
年
後
見
制
度
、
会
社

の
登
記
、
債
務
整
理
な
ど
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。

日
１
月
30
日（
土
）午
前
10
時
〜
午
後
４

時
　
所
勝
山
公
民
館　

第
１
研
修
室
　

問
市
民
相
談
所（
☎
231－

３
７
３
０
）

犯
罪
や
事
故
の
被
害
に

あ
わ
れ
た
あ
な
た
へ

　
「
山
口
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」は
、

事
件
や
事
故
な
ど
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方

や
、
そ
の
家
族
の
精
神
的

支
援
を
目
的
と
し
て
発
足
さ
れ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
で
す
。
被
害
者
や
そ
の

家
族
の
抱
え
る
問
題
や
悩
み
が
少
し
で

も
軽
減
さ
れ
る
よ
う
に
電
話
や
面
接
に

よ
る
相
談
を
は
じ
め
、
病
院
、
裁
判
所

や
警
察
署
へ
の
付
き
添
い
な
ど
を
無
料

相　

談

で
行
っ
て
い
ま
す
。
※
個
人
情
報
厳
守

所
山
口
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー（
山
口
市

小
郡
下
郷
１
５
６
０
番
地
21　

秋
本
ビ

ル
３
階
）　

▽
相
談
専
用
電
話
＝
☎
083－

974－

５
１
１
５

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

 

（
☎
222－

０
８
２
７
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
１
月
７
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜
午

後
３
時
30
分
　
所
長
府
公
民
館
　
内
相

続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、
成

年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　

※
予
約

不
要　

▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書
士

会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
282－

０
１
６
０
）

問
生
涯
学
習
課（
☎
231－

２
０
５
４
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
浦
総
合
支
所
＝
日
１
月
15
日（
金
）

午
後
１
時
〜
４
時
　
定
６
人（
先
着
順
）

申
１
月
４
日
〜
15
日
に
、
電
話
で
豊
浦

総
合
支
所（
☎
772－

４
０
１
８
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み
　
定
12
人（
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）※
職

員
に
よ
る
一
般
相
談
も
平
日（
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
４
時
30
分
）に
実
施

問
市
民
相
談
所（
☎
231－

３
７
３
０
）

女
性
行
政
書
士
に
よ
る

女
性
の
た
め
の
無
料
相
談
会

　

夫
婦
間
・
親
子
間
の
悩
み
事
や
、
Ｄ

Ｖ（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）、

セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
、
そ
の

他
遺
言
、
相
続
、
成
年
後
見
な
ど
、
日

見本
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ベ
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療
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常
生
活
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
問
題

に
つ
い
て
、
女
性
行
政
書
士
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。

対
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
女
性
　

日
１
月
30
日（
土
）午
前
10
時
〜
午
後
４

時
　
所
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ
３
階
会
議
室

２
　
申
予
約
の
場
合
は
、
電
話
で
山
口

県
行
政
書
士
会
社
会
貢
献
事
業
部
事
務

局（
☎
083－

924－

５
０
５
９
）へ
。

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

 

（
☎
231－

７
５
１
３
）

１
月
の
臨
時
休
場
日

●
唐
戸
市
場
＝
期
１
月
１
日
〜
４
日

問
市
場
流
通
課（
☎
231－

１
４
４
０
） 

●
新
下
関
市
場
＝
日
１
月
２
・
４
・
20
・

27
日
、
日
曜
日
・
祝
日

問
青
果
市
場
室（
☎
256－

０
２
７
７
）

お
知
ら
せ

市
役
所
本
庁
舎
の
食
堂
で「
ウ
ォ
ー
ム

ビ
ズ 

ラ
ン
チ
」を
提
供
し
ま
す
！

　

体
を
温
め
る
食
材
を
使
っ
た「
ウ
ォ
ー

ム
ビ
ズ
ラ
ン
チ
」を
、
市
役
所
本
庁
舎
新

館
４
階
食
堂
で
提
供
し
ま
す
。

　

今
回
は
、
募
集
し
た
レ
シ
ピ
の
中
か

ら「
市
食
堂
賞
」に
輝
い
た「
冬
野
菜
た
っ

ぷ
り
豆
乳
ク
リ
ー
ム
パ
ス
タ
ラ
ン
チ
」で

す
。
※
１
日
限
定
20
食

期
１
月
12
日
〜
２
月
12
日
　
料
500
円

問
環
境
政
策
課（
☎
252－

７
１
１
５
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

期
▽
申
込
期
間
＝
１
月
７
日 

午
後
１
時
〜
22
日 
午
後
11
時　

▽
せ
り
売
り
期
間（
動
産
等
）

＝
１
月
29
日 

午
後
１
時
〜
31
日 
午
後
11

時　

▽
入
札
期
間（
不
動
産
）＝
１
月
29

日 

午
後
１
時
〜
２
月
５
日 

午
後
１
時　

※
内
容
の
変
更
や
公
売
中
止
の
場
合
あ

り　

※
公
売
財
産
、
申
し
込
み
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
、Yahoo!Japan

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を

問
納
税
課（
☎
231－

１
１
７
０
）

「
山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」に
よ
る

出
張
相
談
会

　

市
内
に
事
業
所
を
有
す
る

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

の
経
営
相
談（
販
路
開
拓
、

新
商
品
開
発
、
新
分
野
進
出
、

創
業
・
廃
業
、
Ｉ
Ｔ
化
な
ど
）に
各
分
野

の
専
門
家
が
対
応
し
、
早
期
解
決
に
向

け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

日
１
月
13
日（
水
）午
前
10
時
〜
午
後
４

時
　
所
市
役
所
上
田
中
町
庁
舎
２
階
会

議
室
　
定
４
事
業
者（
先
着
順
）
　
申
前

日
ま
で
に
、
電
話
で
産
業
振
興
課
へ
。

問
産
業
振
興
課（
☎
232－

７
２
１
４
）

住
宅
用
地
の
認
定
に
ご
協
力
を

　

住
宅
用
地
の
認
定
を
行
う
た
め
、
土

地
を
所
有
し
て
い
る
方
で
平
成
27
年
中

に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
は

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

▽
住
宅
の
新
築
、
増
築
、
改
築　

▽
住

宅
以
外
の
建
物
か
ら
住
宅
へ
の
用
途
変

更　

▽
住
宅
か
ら
他
の
用
途
へ
の
変
更

▽
住
宅
の
取
り
壊
し　

※
平
成
27
年
12

月
末
ま
で
に
新
築
、
増
築
、
建
物
滅
失

な
ど
の
登
記
を
法
務
局
に
行
っ
た
方
は

申
し
出
不
要

申
１
月
29
日（
金
）ま
で

問
資
産
税
課（
☎
231－

１
４
６
２
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　

▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
766－

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

782－

１
９
１
８
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252－

０
９
７
８
）

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

　

農
業
者
な
ら
広
く
加
入
で
き
る
積
立

方
式
の
公
的
年
金
制
度
で
す
。
保
険
料

月
額
２
万
円
を
基
本
と
し
、
最
高
６
万

７
０
０
０
円
ま
で
千
円
単
位
で
選
択
で

き
ま
す
。
認
定
農
業
者
な
ど
は
国
の
助

成
制
度
が
あ
り
ま
す
。
※
支
払
っ
た
保

険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

対
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
60

歳
未
満
の
方
で
、
国
民
年
金
の
第
１
号

被
保
険
者

問
農
業
委
員
会
事
務
局（
☎
223－

６
５
３

６
）、
北
部
支
局（
☎
766－

２
７
２
９
）

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
養
者
は
届
け
出
を

対
市
内
の
ミ
ツ
バ
チ
飼
養
者（
和
蜂
・
洋

蜂
問
わ
ず
）※
施
設
園
芸
農
家
で
交
配
用

と
し
て
飼
育
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。

養
蜂
組
合
か
ら
借
り
て
い
る
場
合
は
除

く
　
申
１
月
22
日（
金
）ま
で
に
、
農
業

振
興
課
へ
。

問
農
業
振
興
課（
☎
231－

１
２
２
６
）

給
与
支
払
報
告
書
は

期
限
内
に
提
出
を

　

平
成
27
年
中
に
給
与
な
ど
を
支
払
っ

た
事
業
主
や
会
社
は
、
平
成
28
年
１
月

１
日
現
在
、
市
内
に
居
住
し
て
い
る
方

の
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
支
払
額
が
30
万
円
を
超
え
る
平

成
27
年
１
月
１
日
以
降
の
退
職
者
も
、

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
、
電
子
申
告

（e

エ
ル
タ
ッ
ク
ス

LTAX

）で
も
提
出
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
はeLTAX

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.eltax.jp/

）で
。

申
提
出
期
限
＝
２
月
１
日（
月
）

問
市
民
税
課（
☎
231－

１
２
１
０
）

１  月の総合相談
　　 （心配ごと）
日下表の通り　 ▽社会福祉協議会＝午前
10時～午後３時　 ▽社協各支所＝午前10
時～正午　※社協豊田支所の年金相談は
午後４時まで　※豊浦総合支所の行政相
談は午前９時30分～11時30分
問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）
日 場所／相談員 問

6 社会福祉センター／民・人

①

7 彦島公民館／民・行

14
長府東公民館／民・行

川中公民館／民・行

20 社会福祉センター／民・人・行・社

21 安岡公民館／民

28
小月公民館／民

勝山公民館／民・行

12 菊川町総合福祉会館／人・司・行 ②
22 社協豊田支所／人・行・年 ③
12 豊浦総合支所／行

④
19 川棚公民館／人※

20 豊北保健センター／民・人・行 ⑤
民…民生児童委員 人…人権擁護委員
行…行政相談委員 　　※法務局職員も来所
司…司法書士 社…社会保険労務士
年…年金事務所
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